
はじめに
財産債務調書及び国外財産調書は、
富裕層が所有する財産の状況を把握す
ることを目的として、一定の要件を満
たした納税者に対してその提出が義務
付けられています。そして、適正な提
出義務の履行のために加算税の優遇・
加重制度があります。
今回は、財産債務調書・国外財産債
務調書への記載が争われた裁決事例を
ご紹介いたします。

Ⅰ 財産債務調書への記載が
争われた裁決

Ｒ6．2．7公表裁決（棄却）
Ｊ134－1－01

＜事案の概要＞
この裁決の事案は次のとおりです。
請求人は、Ａ証券に開設された一般
口座にＢ社の株式36，000株を所有し、
そしてＣ証券には160，000ドルのＤ債
券を所有していました。請求人は令和
3年中にこれらを売却しましたが、当
初の確定申告において申告漏れをし、
令和3年分の所得税等について、上場
株式等に係る譲渡所得等の申告漏れが
あったとして修正申告をしました。
令和2年12月31日分の財産債務調書

にはＢ社株式とＤ債券についての銘
柄・数量の記載がされていないとし
て、過少申告加算税の加重措置が適用
されました。
＜審判所の判断＞
審判所は、次のように判断しまし
た。
1．財産債務調書の提出義務について
財産債務調書の提出制度は、所得税
等の申告の適正性を確保するため、納
税者の保有する財産及び債務に関する
情報につき納税者本人から提出を求め

る制度であり、財産債務調書の提出及
び適正な記載を確保するためのインセ
ンティブとして、加算税の軽減措置及
び加重措置が設けられている。
このような財産債務調書の提出制度

の趣旨から、財産債務調書には財産の
種類・数量・価額並びに債務の金額そ
の他必要な事項を記載することが規定
され（国送法6の2①）、さらに、有
価証券については、種類別・用途別・
所在別の数量・価額・取得価額を記載
することが規定されている（国送規15
①）。過少申告加算税の加重措置の適
用要件として、「修正申告等の基因と
なる財産又は債務について記載すべき
事項のうち重要なものの記載が不十分
であると認められる場合」が定められ
ている（国送規6の2②）。これは、
修正申告等の基因となる財産又は債務
の特定が困難である場合をいうものと
解される。
2．あてはめ
本事案で問題となっているＢ社株式

とＤ債券について、本件財産債務調書
には①財産債務の区分欄には有価証券
（上場株式）」、種類欄には「国内株式
等」、用途欄には「一般用」、所在欄に
「Ａ証券」、財産の価額又は債務の金
額欄にはその金額が記載され、②財産
債務の区分欄には「株式以外の有価証
券」、種類欄には「債権等」、用途欄に
は「一般用」、所在欄には「Ｊ銀行」、
財産の価額又は債務の金額欄にはその
金額が記載されているものの、Ｂ社株
式及びＤ債券の各銘柄及び各数量の記
載がなく、請求人の保有する本件Ｂ株
式及びＤ債券を特定することは困難で
あると認められる。したがって、Ｂ株
式及びＤ債券の譲渡に係る修正申告に
伴う過少申告加算税の計算において
は、加重措置が適用される。

Ⅱ 国外財産調書への記載が
争われた裁決

Ｒ5．12．7公表裁決（棄却）
Ｊ133－1－03

＜事案の概要＞
この裁決の事案の概要は次のとおり
です。
請求人は、アメリカ国に建物を所有
しており、令和元年8月から賃貸の用
に供していました。この物件から生じ
た不動産所得については確定申告をし
ていました。そして令和3年6月に譲
渡しました。その後、税務調査があり、
令和元年分並びに令和2年分の所得税
等の確定申告において本件物件に係る
不動産所得の減価償却費の過大計上が
認定され修正申告をしました。
請求人は、本件物件について国外財
産調書は、国外財産の区分の欄には
「建物」、種類の欄には「Personal
Use－BURILDIN」、用途の欄には「一
般用」、所在の欄には「Residence
Property」、金額欄にはその評価金額
を記載しましたが戸数及び床面積の記
載はしていませんでした。
＜審判所の判断＞
1．国外財産調書の提出義務について
国外財産調書の提出制度は、国外財
産に係る課税の適正化の観点から、納
税者本人から国外財産の保有について
申告を求める制度であり、国外財産調
書の提出及び適正な記載を確保するた
めのインセンティブとして、国外財産
軽減加重措置が設けられている。
この趣旨から、国外財産調書には
「国外財産の種類、数量及び価額その
他必要な事項」を記載することが規定
されており（国送法5）、国外財産加
重措置は「重要なものの記載が不十分
であると認められる場合」に適用され

る（国送法6条③二）。そして、国外
財産調書への記載について、重要なも
のの記載が不十分であるか否かの判断
は、国外財産調書自体の記載内容から
行うべきである。
2．あてはめ
令和元年分国外財産調書及び令和2
年分国外財産調書は、本件物件の種類
欄や用途欄の記載に誤りがあるだけで
なく、所在地や戸数、床面積について
も記載に誤りがあり、又は記載がない
から、本件物件を提出された国外財産
調書の各記載内容から特定することは
困難である。したがって、本件物件に
関する国外財産調書の各記載内容は、
いずれも「重要なものの記載が不十分
である」と認められるから、本件物件
に関する減価償却費の過大計上に係る
部分の過少申告加算税について国外財
産加重措置が適用される。

Ⅲ 検討

財産債務調書並びに国外財産調書
は、単なる情報提供のための法定調書
ではなく、所得税・相続税に係る加算
税に影響しうる重要なものとなるの
で、その記載内容については十分な内
容としておく必要があります。

おわりに
ＴAINSで検索される場合は、［詳
細検索］⇒［TAINSキーワード］欄
に、「財産債務調書」「国外財産調書」
と入力してください。

TAINSの入会については、ホーム
ページ上にあるお問い合わせフォー
ムもしくはメール〈info@tains.or.
jp〉にてお問い合わせください。
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